
３
年
ぶ
り
に
第
８
章
を
開
催

田
間
物
語

リ
レ
ー
マ
ラ
ソ
ン
大
会

税
金
の
滞
納
は
絶
対
に
見
逃
し
ま
せ
ん

県
下一斉 

滞
納
整
理
強
化
期
間

安
全
な
建
物
で
安
心
し
て
生
活
を

違
反
建
築
防
止
週
間
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コ
ロ
ナ
禍
で
中
止
し
て
い
た
リ

レ
ー
マ
ラ
ソ
ン
大
会
が
、
３
年
ぶ

り
に
田
間
地
区
振
興
協
議
会
に
よ

り
開
催
さ
れ
ま
す
。

こ
の
大
会
は
、
自
治
活
動
維
持

活
性
化
事
業
と
し
て
、
田
間
地
区

に
住
ん
で
い
る
皆
さ
ん
の
親
睦
と

融
和
を
図
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を

活
性
化
す
る
目
的
で
行
わ
れ
ま

す
。当

日
は
マ
ラ
ソ
ン
競
技
の
ほ

か
、
田
間
中
央
公
園
で
の
楽
し
い

ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
用
意
し
て
い

ま
す
。

①
リ
レ
ー
マ
ラ
ソ
ン

１
周
約
1
５
０
０
ｍ
を
６

周
し
て
順
位
を
競
い
ま
す
。

２
名
～
6
名
で
参
加
で
き
ま

す
。

②
チ
ャ
レ
ン
ジ
マ
ラ
ソ
ン

時
間
内
で
あ
れ
ば
何
周
で

も
走
れ
ま
す
。
幼
児
や
障
が

い
の
あ
る
方
で
も
、
同
伴
者

と
参
加
で
き
ま
す
。
仮
装
し

て
の
参
加
も
大
歓
迎
で
す
。

と
き
▼
11
月
20
日
㈰
午
前
８

時
30
分
～
正
午
（
小
雨
決

行
）

と
こ
ろ
▼
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
ー
前
道
路
の
周
回
コ
ー

ス
（
下
図
）

費
用
▼
小
学
生
以
上
１
名

５
０
０
円
（
当
日
徴
収
）

締
切
▼
11
月
６
日
㈰

申
込
▼
田
間
地
区
振
興
協
議

会
総
務
部

☎
０
９
０（
３
４
９
９
）

０
６
１
６

問
い
合
わ
せ
▼
地
域
振
興
課　

　
　
　

 

☎（
５
０
）１
１
１
５

県
と
県
内
全
54
市
町
村
で
は
、

10
月
か
ら
12
月
を
「
千
葉
県
下
一

斉
滞
納
整
理
強
化
期
間
」
と
し
て

い
ま
す
。

10
月
15
日
㈯
か
ら
21
日
㈮
は
違

反
建
築
防
止
週
間
で
す
。

建
築
基
準
法
で
は
、
建
物
の
安

全
性
を
確
保
し
、
私
た
ち
の
生
命

や
健
康
、
財
産
を
守
る
た
め
、
建

物
の
敷
地
や
構
造
な
ど
に
関
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
基
準
を
定
め
て
い
ま

す
。建

物
を
建
て
る
場
合
は
、
建
築

基
準
法
な
ど
の
法
令
で
定
め
る
基

準
や
手
続
き
を
守
り
、
適
正
に
工

事
を
進
め
ま
し
ょ
う
。
ま
た
工
事

が
完
了
し
た
と
き
は
、
そ
の
建
物

が
法
令
に
基
づ
き
安
全
な
も
の
で

あ
る
か
検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

な
お
、
新
築
時
は
適
法
で
も
、

そ
の
後
の
改
修
や
用
途
の
変
更
に

よ
り
違
反
に
な
っ
て
し
ま
う
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
改
修
な
ど
の

スーパー ドラッグ
ストア

介護
施設

医院
田間中央公園

子ども
用品店

介護
用品店ふれあいセンター

↑
至千葉
学芸高校

至国道
１２６号
↓走行区間 /交通規制

※
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
前
道
路
は
全
面

通
行
止
め
に
な
り
ま
す
。

　
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

災
害
な
ど
の
特
別
な
理
由
に
よ
り
、
入
院
な
ど
の
医
療
費

の
一
部
負
担
金
を
支
払
う
こ
と
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
、
世
帯
主
の
申
請
に
よ
り
一
部
負
担
金
の
減
額
・
免
除
・

徴
収
猶
予
が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆
特
別
な
理
由

①
震
災
、
風
水
害
、
火
災
な
ど
に
よ
り
死
亡
し
、
も
し
く
は

心
身
に
障
が
い
を
受
け
、
ま
た
は
資
産
に
重
大
な
損
害
を

受
け
た
と
き

②
干
ば
つ
、
冷
害
な
ど
に
よ
る
農
作
物
の
不
作
、
不
漁
そ
の

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
理
由
に
よ
り
収
入
が
著
し
く
減
少
し

た
と
き

③
事
業
ま
た
は
業
務
の
休
廃
止
、
失
業
な
ど
に
よ
り
収
入
が

著
し
く
減
少
し
た
と
き

④
そ
の
他
、
①
～
③
に
類

す
る
事
由
が
あ
っ
た
と

き
問
い
合
わ
せ
▼
国
保
年
金

課   

☎（
５
０
）１
２
５
０

お知らせ

国
民
健
康
保
険 

医
療
費
の

一
部
負
担
金
の
減
免・徴
収
猶
予

と
き
▼
10
月
27
日
㈭
午
前
9
時
10
分
受
付
開
始
（
開
会
式
＝

午
前
9
時
30
分
～
）

と
こ
ろ
▼
東
金
ア
リ
ー
ナ

参
加
資
格
▼
市
内
在
住
の
方
お
よ
び
協
会
長
が
認
め
る
方

試
合
方
法
▼
①
Ａ
リ
ー
グ
＝
経
験
5
年
未
満
の
ペ
ア
／
Ｂ

リ
ー
グ
＝
２
人
の
年
齢
の
合
計
が
１
３
０
歳
以
上
の
ペ
ア

／
Ｃ
リ
ー
グ
＝
２
人
の
年
齢
の
合
計
が
１
３
０
歳
未
満
の

ペ
ア
②
予
選
リ
ー
グ
（
午
前
）
＝
４
ゲ
ー
ム
マ
ッ
チ
／
順

位
別
決
勝
リ
ー
グ
（
午
後
）
＝
7
ゲ
ー
ム
マ
ッ
チ

※
タ
イ
ブ
レ
ー
ク
は
行
わ
な
い
。
デ
ュ
ー
ス
は
１
回
の
み
、

５
ポ
イ
ン
ト
先
取
。

③
勝
率
が
同
じ
場
合
の
順
位
決
定
は
、
当
該
者
の
対
戦
結
果

→
得
失
ゲ
ー
ム
差
数
→
得
失
ポ
イ

ン
ト
差
数
の
順
序
に
よ
る
。

④
審
判
は
相
互
審
判
と
す
る
。

定
員
▼
10
組
20
人

費
用
▼
５
０
０
円

締
切
▼
10
月
24
日
㈪

申
込
・
問
い
合
わ
せ
▼
東
金
市
バ
ウ
ン
ド
テ
ニ
ス
協
会
（
塚

田
）                               

☎・   （
５
０
）０
３
２
１

バ
ウ
ン
ド
テ
ニ
ス
親
善
交
流

大
会（
年
齢
別
ダ
ブ
ル
ス
戦
）

市の財政状況の公表市の財政状況の公表
　令和３年度決算に係る健全化判断比率および資金不足比率を公表します。

◆健全化判断比率＝いずれも早期健全化基準などを下回っています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【単位：％】

東金市の比率 早期健全化基準 財政再生基準
実質赤字比率 　　― 12.89 20.00

連結実質赤字比率 　　― 17.89 30.00
実質公債費比率 3.1 25.0 35.0
将来負担比率 32.7    350.0

※実質赤字比率および連結実質赤字比率とも赤字額が生じて
　いないため、「－」と表示しています。

◆資金不足比率＝いずれも経営健全化基準を下回っています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【単位：％】

東金市の比率 経営健全化基準
ガス事業会計 ―

20.0
下水道事業会計 ―

※いずれの会計も資金不足が生じていないため、「－」と表示
　しています。

◆比率の対象範囲
一般会計など

（一般会計、病院会計）　

公営事業会計
（国保会計、介護会計など）

公営企業会計
（ガス会計、下水道会計）

一部事務組合
（山武郡市広域行政組合、東金市外三市町清掃組合など）
その他

（千葉県市町村総合事務組合、
　地方独立行政法人東金九十九里地域医療センターなど）

問い合わせ▶財政課　☎（50）1124
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こ
の
期
間
は
、「
滞
納
は
絶
対

に
見
逃
さ
な
い
」
を
合
言
葉
に
、

県
税
・
市
町
村
税
の
収
入
未
済
額

を
圧
縮
す
る
と
と
も
に
滞
納
の
発

生
を
防
ぐ
た
め
、
市
町
村
税
・
県

税
の
滞
納
者
に
対
す
る
徴
収
対
策

（
文
書
催
告
や
勤
務
先
・
取
引
先

な
ど
へ
の
財
産
調
査
、
自
宅
な
ど

の
捜
索
、
給
与
・
預
貯
金
な
ど
の

差
し
押
さ
え
、
自
動
車
の
タ
イ
ヤ

ロ
ッ
ク
）
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

税
金
は
、
納
期
限
ま
で
に
必
ず

納
め
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
▼

・
県
税
＝
各
県
税
事
務
所
ま
た
は

　
県
税
務
課

☎
０
４
３（
２
２
３
）２
１
２
７

・
市
税
＝
収
税
課☎（

５
０
）１
２
２
７

際
に
は
事
前
に
建
築
士
な
ど
に

相
談
し
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
▼

県
建
築
指
導
課

☎
０
４
３（
２
２
３
）３
１
８
３

都
市
整
備
課

☎（
５
０
）１
１
５
０

▶
差
し
押
さ
え
た
自
動
車
を
引
き

　
揚
げ
る
様
子

FAX

イベント


